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第１章 飯塚市緑の基本計画とは

1-1策定の目的

緑の基本計画とは、都市緑地法第４条に基づき策定するもので、本市における緑地の保全

や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策等を定める基本計画です。 

飯塚市緑の基本計画は、将来確保すべき緑地の目標量とともに、公共公益施設及び民有地

の緑化に関する方針を定めることにより、市民・事業者・行政が協働し、飯塚市における総

合的な緑化を計画的かつ効果的に推進させるための指針となります。 

【【【【緑緑緑緑のののの基本計画基本計画基本計画基本計画でででで対象対象対象対象ととととされるされるされるされる緑地緑地緑地緑地】】】】

※１：本計画では、都市公園以外の公共施設緑地及び民間施設緑地に位置づけられる公園（児童遊園、開発遊園、その他の遊公園）
については、児童福祉法に基づく条例で位置づけられた児童遊園の基準、概ね0.1haを基準とし、面積0.1ha以上のものを対象
とした。

都市計画法で規定するもの 

都市公園を除く公共空地、国民公園、
自転車歩行者専用道路、歩行者専用
道路、地方自治法設置又は市町村条
例設置の公園、公共団体が設置して
いる市民農園、公開している教育施
設（国公立）、河川緑地、港湾緑地、
農業公園、児童遊園、公共団体が設
置している運動場やグラウンド、こ
どもの国、青少年公園 等 

学校の植栽地、下水処理場等の付属
緑地、道路環境施設帯及び植栽帯、
その他の公共公益施設における植栽
帯 等 

市民緑地、公開空地、市民農園（上記以外）、一時開放広
場、公開している教育施設（私立）、市町村と協定等を結
び開放している企業グラウンド、寺社境内等、民間の屋
上緑化の空間、民間の動植物園 等 

民間施設緑地

都市公園以
外で公園緑
地に準ずる機
能を持つ施設

公共公益施
設における植
栽地等

都市公園

法による地域

協定

条例等によるもの

風致地区（都市計画法） 

緑地保全地区（都市緑地法） 

近郊緑地保全区域（首都圏近郊緑地保全法他）

生産緑地地区（生産緑地法） 

近郊緑地特別保全地区（首都圏近郊緑地保全法他）

歴史的風土保存地区（古都保存法） 

歴史的風土特別保存地区（古都保存法）

農業振興地域・農用地区域（農業振興地域整備法） 

自然公園（自然公園法）

自然環境保全地域（自然環境保全法） 

河川区域（河川法） 

保安林区域（森林法） 

地域森林計画対象民有林（森林法） 

保存樹・保存樹林（樹林保存法） 

名勝・天然記念物・史跡等緑地として扱える文化財（文化財保護法）等 

緑地協定（都市緑地法） 

条例・要綱・契約・協定等による緑地の保全地区や緑化の協定地区、樹林地の保
存契約、協定による工場植栽地、都道府県や市町村指定の文化財で緑地として扱
えるもの 等 
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地
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制
緑
地

施
設
緑
地

公共施設緑地都市公園以外

※（公園は、0.1ha以上対象 ※※※１１１１）
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1-2計画の対象区域

対象区域は、緑の一体性や他法令との連携による緑の保全等の観点から、飯塚市全域とし

ます。 

なお、都市公園の配置については、都市計画区域を対象に検討します。 

1-3計画の目標年次

飯塚市緑の基本計画は、概ね20年後の平成38年（2026年）を目標年次とします。 

なお、中間年次は、上位計画である第１次飯塚市総合計画、飯塚市国土利用計画にあわせ

平成28年（2016年）とします。 

ただし、社会・経済情勢等の変化により、上位計画等に変更が生じた場合には、必要に応

じて見直しを行います。 

1-4計画の位置づけ

飯塚市緑の基本計画は、「第１次飯塚市総合計画」、「飯塚市国土利用計画」に即し、「飯塚

市都市計画マスタープラン」、「飯塚市環境基本計画」等との整合を図ります。 

飯塚市

緑の基本計画

市町村の公園緑地に

関する基本的な方針

○市民懇話会 
（ワークショップ）

○市民アンケート 

反映

即す

計画の周知・実施

○庁内各課との調整
○福岡県都市計画課
との調整 

■市民意見の反映等 

■関係部局との調整 

第1次飯塚市総合計画 

飯塚市国土利用計画 

整合

飯塚市 
都市計画マスタープラン 

飯塚市環境基本計画 

飯塚市公共施設等のあり方
に関する第一次実施計画 

景観計画 

等
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